
民間事業者からの事業提案

費用負担なし 費用負担あり

提案事業を本事業として

実施することの適否判断

（★都市魅力アップ共創

推進事業実施要綱）

適する適さない

協定締結 ５０万円以下 ５０万円を超える

１者随意契約可

（地方自治法施

行令第167条の2

第1項第1号、前

橋市契約規則第

17条2項第4号）

競争入札

（地方自治法施

行令第167条第1

号～3号に該当す

る場合は金額に

かかわらず指名

競争入札可）

1者随意契約

（地方自治法施行

令第167条の2第1

項第2号～第9号に

該当する場合に限

る）

契約期間の確認

⾧期継続契約

⾧期継続契

約ではない

予定価格が１０

万円以下

予定価格が１０

万円超

１者随意契約可

（地方自治法施

行令第167条の2

第1項第2号～第9

号に該当する場

合に限る）

２者以上の見積

もり合わせによ

る随意契約（地

方自治法施行令

第167条の2第1

項第1号、前橋

市契約規則第17

条第1項本文）

指名競争入札（予定価格が

２,０００万円未満）

競争入札

（役務業務に係

る契約事務取扱

要領第6条第1項

ただし書）

都市魅力アップ共創推進事業フロー

契約締結

事業実施

連携手法検討

契約方法の決定


